
                  

逗
子
市
誕 

 
 

     

こ
れ
が
逗
子
市
の
市
章
で
す
。
逗
子

町
の
町
章
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
ま
し

た
。
逗
子
市
誕
生
は
60
年
前
で
す
が
、

こ
の
形
が
考
案
さ
れ
た
の
は
、
更
に
古

く
、
昭
和
10
年
に
遡
り
ま
す
。 

 
昭
和
10
年
8
月
に
当
時
の
逗
子
町

は
町
章
を
公
募
し
、
9
月
に
町
長
や
逗

子
在
住
の
日
本
画
家
中
村
岳
陵
氏
ら
が

審
査
し
一
等
か
ら
三
等
ま
で
が
選
ば
れ

町
議
会
で
審
議
さ
れ
た
、
と
の
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。
選
定
か
ら
二
年
後
の

昭
和
12
年
に
逗
子
町
章
と
し
て
制
定
さ

れ
ま
し
た
。 

《
逗
子
市
誕
生
ま
で
》 

田
越
村
～
逗
子
町
～
横
須
賀
市
～ 

逗
子
町
～
逗
子
市 

逗
子
村
・
小
坪
村
・
久
木
村
・
桜
山

村
・
沼
間
村
・
池
子
村
・
山
野
根
村
の

七
つ
の
村
か
ら
成
る
現
在
の
逗
子
市
域

が
最
初
に
行
政
単
位
と
し
て
ま
と
ま
っ

た
の
は
、
明
治
政
府
の
町
村
制
施
行
に

よ
る
明
治
22
年
4
月
1
日
の
田
越
村

の
成
立
の
時
で
す
。
そ
の
後
、
大
正
2
年

4
月
に
田
越
村
は
町
制
の
施
行
に
よ
り
、

逗
子
町
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。 

太
平
洋
戦
争
中
の
昭
和
18
年
、「
一
大

軍
港
都
市
」
建
設
を
目
指
す
横
須
賀
市

に
合
併
さ
れ
、
そ
の
後
七
年
間
、
逗
子

町
は
横
須
賀
市
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
25
年
7
月
に
逗
子
町
は
横
須
賀

市
か
ら
分
離
独
立
し
、
昭
和
29
年
4
月

の
逗
子
市
の
誕
生
に
至
る
の
で
す
。 
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逗
子
市
章 

逗
子
の
「
逗
」
を
図

案
化
し
た
も
の
で
、

円
満
平
和
を
象
徴
し

て
い
る
。 

（
逗
子
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
よ
り
） 

市制施行 60 周年記念 

逗子市の豆知識 



 

                  

  

           

  

 

   

        

市
の
木
制
定
に
は
、
緑
化
を
普
及
し
、

恵
ま
れ
た
自
然
環
境
を
保
ち
、
市
民
生

活
が
な
ご
や
か
に
な
っ
て
郷
土
愛
が
増

す
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。 

 

逗
子
に
長
く
住
ん
だ
著
述
家
の
藤
原

楚
水
は
、
随
筆
『
藻
塩
草
』
の
中
で
椿

に
つ
い
て
、「
椿
は
そ
の
葉
が
厚
く
潮
風

に
耐
え
る
と
こ
ろ
か
ら
逗
子
の
海
岸
の

山
に
は
最
も
多
く
生
い
茂
っ
て
い
た
。
」

と
書
い
て
い
ま
す
。
更
に
、
椿
が
多
く

見
ら
れ
る
所
と
し
て
、
浪
子
不
動
と
そ

昭
和
49
年
4
月
、
市
制
施
行
20
周
年
を
記
念
し

て
、
「
逗
子
市
歌
」
と
市
の
木
「
椿
」
が
制
定
さ

れ
ま
し
た
。 

逗
子
市
歌 

昭
和
49
年
4
月
15
日
告
示 

加
藤 

省
吾 

作
詞 

八
洲 
秀
章 

作
曲 

１ 

太
陽
の 

輝
く
と
こ
ろ 

 
 

青
い
海 

松
籟
（
し
ょ
う
ら
い
）
歌
う 

 
 

み
ど
り
豊
か 

白
砂
（
は
く
さ
）
の
渚 

 
 

こ
こ
に
あ
り 

の
び
ゆ
く
逗
子
よ 

２ 

披
露
山
に 

百
鳥
（
も
も
ど
り
）
鳴
き
て 

 
 

神
武
寺
の
晩
鐘
（
ば
ん
し
ょ
う
）
ひ
び
き 

 
 

桜
つ
つ
じ 

色
と
り
ど
り
に 

 
 

花
ひ
ら
く 

明
る
き
逗
子
よ 

３ 

ゆ
る
ぎ
な
き 

歴
史
を
つ
く
る 

 
 

田
越
川 

変
わ
ら
ぬ
流
れ 

 
 

朝
に
夕
に 

願
い
は
ひ
と
つ 

 
 

築
き
ゆ
く 

住
み
良
き
逗
子
よ 

４ 

諸
人
（
も
ろ
び
と
）
が 

心
を
あ
わ
せ 

 
 

限
り
な
き 

文
化
の
稔
（
み
の
）
り 

 
 

富
士
の
嶺
（
み
ね
）
の 

そ
び
ゆ
る
彼
方 

は
ば
た
く
は 

さ
か
ゆ
る
逗
子
よ 

 

作
詞
の
加
藤
省
吾
は
、
童
謡
か

ら
歌
謡
曲
ま
で
数
多
く
の
歌
の
詞

を
手
が
け
て
い
ま
す
。
代
表
作
に

「
か
わ
い
い
魚
屋
さ
ん
」
や
「
み

か
ん
の
花
咲
く
丘
」
が
あ
り
ま
す
。

作
曲
の
八
洲
秀
章
は
、
逗
子
在
住

の
土
屋
花
情
の
作
詞
に
よ
る
「
さ

く
ら
貝
の
う
た
」
の
作
曲
者
で
も

あ
り
、
逗
子
と
は
ゆ
か
り
の
深
い

作
曲
家
で
す
。 

 

加
藤
省
吾
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ

『
み
か
ん
の
花
咲
く
丘
』
と
、
逗

子
市
歌
の
Ｃ
Ｄ
は
図
書
館
に
所
蔵

が
あ
り
ま
す
。
是
非
ご
利
用
く
だ

さ
い
。 

 

市
の
木 

椿
（
つ
ば
き
） 

 

「
市
の
木
」
は
、

市
民
の
応
募
の

中
で
一
番
多
か

っ
た
「
つ
ば
き
」

に
決
ま
り
ま
し

た
。 



の
周
辺
の
崖
、
逗
子
駅
の
裏
山
、
披
露

山
の
民
家
の
垣
根
、
沼
間
の
谷
あ
い
、

久
木
の
奥
谷
戸
、
桜
山
の
山
々
、
六
代

御
前
の
墓
陵
の
あ
た
り
、
と
列
挙
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、「
伊
豆
の
大
島
に
椿

の
樹
が
多
い
よ
う
に
、
海
岸
に
面
し
た

暖
か
い
気
候
の
わ
が
逗
子
に
も
、
こ
の

植
物
が
適
し
て
い
る
為
で
あ
ろ
う
。」
と

述
べ
て
い
ま
す
。 

 

『
藻
塩
草
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、

昭
和
48
年
、
市
の
木
制
定
の
一
年
前
の

こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
描
写
に
は
、
当

時
の
逗
子
の
様
子
と
、
市
民
が
椿
を
選

ん
だ
心
情
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
引
用
は
「
逗
子
の
植
物
景
観
」『
藻
塩
草

‐
炉
辺
談
話
‐
』
省
心
書
房
所
収
） 

   

    

        

 

ほ
と
と
ぎ
す
は
、
ゆ
り
科
の
多
年
草

で
、
山
や
山
林
の
湿
潤
地
を
好
む
植
物

で
す
。
本
州
の
中
部
以
南
で
み
ら
れ
、

九
月
か
ら
十
月
頃
に
か
け
て
花
が
咲
き
、

薄
紫
色
の
花
び
ら
に
濃
い
紫
色
の
斑
点

が
あ
り
ま
す
。
市
内
の
山
林
、
神
武
寺

山
道
や
桜
山
、
沼
間
、
池
子
な
ど
の
山

中
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

名
前
は
、
花
び
ら
の
斑
点
が
鳥
の
ホ

ト
ト
ギ
ス
の
胸
に
あ
る
斑
点
に
似
て
い

る
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
徳
富
蘆
花
の
『
不
如
帰
（
ほ

と
と
ぎ
す
）』
が
、
逗
子
の
名
を
広
く
世

に
伝
え
た
こ
と
も
あ
り
、
逗
子
と
「
ほ

と
と
ぎ
す
」
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁

が
あ
り
ま
す
。 

        

 

市
の
花 

ほ
と
と
ぎ
す 

 

昭
和
59
年
4
月
、
市
制
施
行
30
周
年
を

記
念
し
て
市
の
花
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

「
市
の
花
」
は
、

市
民
の
応
募
で 

二
位
に
大
差
を
つ

け
て
一
位
だ
っ
た

「
ほ
と
と
ぎ
す
」

に
決
ま
り
ま
し

た
。 

市の花応募集計 

上位 3種類 

 

応募総数 1002 票 

 

ほととぎす 269 票 

すいせん  165 票 

すみれ   103 票 
（以下略） 

 

『広報ずし』市制施行 30

周年記念特集号より 

 

 

 



   
 

  

逗
子
市
と
同
じ
く
昭
和
29
年
に
誕
生

し
、
今
年
市
制
施
行
60
周
年
を
迎
え
る

市
は
、
日
本
全
国
に
100
市
以
上
あ
り
ま

す
。
こ
の
時
期
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
市

が
誕
生
し
た
背
景
に
は
、
昭
和
28
年
の

「
町
村
合
併
促
進
法
」
の
制
定
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
法
律
は
「
町
村
は
、
お
お

む
ね
八
千
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
も

の
を
標
準
」
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
、

町
村
合
併
促
進
の
た
め
の
特
例
措
置
を

期
限
付
で
定
め
た
も
の
で
す
。
昭
和
20

年
代
後
半
か
ら
30
年
代
半
に
か
け
て
多

く
の
市
が
生
ま
れ
、
「
昭
和
の
大
合
併
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

逗
子
町
は
、
横
須
賀
市
か
ら
分
離
独

立
し
た
昭
和
25
年
の
時
点
で
、
人
口
3

万
5
千
人
を
超
え
て
い
ま
し
た
。
市
制

に
移
行
し
よ
う
と
す
る
機
運
は
、「
町
村

合
併
促
進
法
」
が
制
定
さ
れ
る
以
前
か

ら
既
に
高
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し

て
昭
和
29
年
4
月
、
逗
子
町
は
単
独
で

逗
子
市
と
な
っ
た
の
で
す
。 

  

～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
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『
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大
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の
三
代

史
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手
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日
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に
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史
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ｽﾞ 

平
成
11
年
に
発
行
さ
れ
た
古
代

か
ら
近
現
代
ま
で
の
逗
子
の
通
史 
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』
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ｽﾞ 
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Ｃ
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『
藻
塩
草
―
随
筆
―
第
２
版
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藤
原
楚
水
著
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ﾌ 

逗
子
に
住
む
筆
者
に
よ
る
逗
子
に

関
す
る
随
筆 

『
逗
子
広
報
』
ZG

31.Z

ｺ 

 
 

昭
和
27
年
、
逗
子
町
時
代
か
ら
昭

和
48
年
ま
で
の
広
報 

『
広
報
ず
し
』
ZG

31.Z

ｺ 

 
 

昭
和
49
年
以
降
の
広
報 

『
要
説
地
方
自
治
法
―
新
地
方
自
治
制 

度
の
全
容
―
第
４
次
改
訂
版
』 

松
本
英
昭
著 
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 ﾏ 

「
昭
和
の
大
合
併
」
に
つ
い
て
記
載 

『
朝
日
新
聞
縮
刷
版 

昭
和
29
年
4 

月
』
071

ｱ

29-

4 

 

4
月
1
日
付
に
市
制
ブ
ー
ム
の

特
集
記
事
あ
り 

市
制
に
つ
い
て 

逗
子
市
は
、
神
奈
川
県
下
で
9
番
目
に
誕

生
し
た
市
で
す
。
県
内
の
「
同
期
生
」
は
、

同
年
11
月
に
誕
生
し
た
相
模
原
市
で
す
。 


